
 

 

 

亀山市歴史博物館の今後の運営について 

 

 

 

・市民の教育、学術及び文化の発展に寄与し、新たな地域文化を創造するため、平成６年に新築の

市立の歴史博物館として県下初となる亀山市歴史博物館を設置している。 

・歴史博物館は、開館から３０年が経過する中で、市民の方々から多くの文化遺産を寄贈されるな

どして収集し、その保存・活用を行い、地域の文化や歴史を伝える重要な役割を果たしてきた。 

 

 

・地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２１条により、教育委員会は、博物館を管理し、そ

の事務を執行することになっているが、地方自治法第１８０条の７により教育委員会は、その権限に

属する事務の一部を、当該普通地方公共団体の長と協議して、普通地方公共団体の長の補助機

関である職員に補助執行させることができることから、亀山市教育委員会の権限に属する事務の

補助執行に関する規則第１条及び第２条により、亀山市歴史博物館に関することを市長の補助機

関である職員が補助執行している。 

 

 

・博物館法の一部が改正（令和５年４月１日施行）され、近年、博物館に求められる役割が多様化・

高度化していることを踏まえ、博物館法の目的、博物館の事業及び登録要件等について見直しが

行われた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・博物館の事業に博物館資料のデジタル・アーカイブ化が追加されたことから、より市民に開かれた

博物館に向けて､現在、博物館資料台帳、デジタル・アーカイブ等の整備に取り組んでいる。 

 

 

 

 

Ⅰ 法律の目的及び博物館の事業の見直し 

・博物館法の目的に､文化芸術基本法の精神に基づくことが追加された。 

・博物館が行う事業に博物館資料のデジタル・アーカイブ化等が追加された。 

Ⅱ 博物館登録制度の見直し 

・博物館資料の収集、保管、展示、調査研究を行う体制等が､県の博物館登録の基準に適合 

するか審査されることになった。 

※ 経過措置として､既に登録されている博物館は施行日(令和５年４月１日)から５年間は 

登録博物館とみなされる。 

令和７年９月１８日開催 
教育民生委員会資料 
教育委員会事務局 
市民文化部歴史博物館 

博物館法の一部を改正する法律の主な概要 

亀山市歴史博物館とは 

亀山市教育委員会の組織と亀山市歴史博物館の補助執行について 

現  状 



 

・デジタル・アーカイブ化の基となる博物館資料台帳等の整備を行う必要があるが、頻繁に歴史資

料の寄贈等もあり現在多くの収蔵品を保管していることから、資料整理に膨大な時間を要するこ

とが想定される。 

・経常的な博物館業務である企画展の実施、講座の開催等と並行して、博物館資料台帳等の整備

を行うことは難しい状況となっている。 

 

 

・令和７年１０月１日から令和９年３月３１日までの１年６か月間 

 

 

・休館に先立ち、市民等に対して広報、ホームページ、文字情報等で周知を行う。 

・今後デジタル・アーカイブ化を進めていくため、休館中に集中して博物館資料台帳等の整備を行

う。 

・休館中も学校への出前授業については、学校とも相談の上、可能な限り実施する。 

・休館中も広報、SNS等を通じて、情報発信を続ける。 
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